
寒河江市「無事かえる」支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症等により徘徊
はいかい

又は徘徊するおそれのある高齢者及び

その家族を支援するため、徘徊高齢者に係る情報を事前に市で登録し、その情

報を警察署と共有することで、警察署に対して家族からの徘徊高齢者に係る行

方不明者届（行方不明者発見活動に関する規則（平成２１年国家公安委員会規

則第１３号）第６条に規定する行方不明者届をいう。以下同じ。）があった場合

に、警察署の協力を得て早期に発見、保護ができるよう実施する寒河江市「無

事かえる」支援事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「徘徊高齢者」とは、本市の区域内に住所を有し、次

の各号のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条の規定による要介護認定

又は要支援認定を受けた者で認知症による徘徊のおそれがあるもの 

⑵ その他前号に規定する者と同等の状況にあると市長が認める者 

２ この要綱において「家族等」とは、徘徊高齢者の３親等内の親族又は徘徊高

齢者を常時介護している者をいう。 

（登録） 

第３条 事業を利用しようとする家族等は、寒河江市「無事かえる」支援事業登

録申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、徘徊高齢者、家族等から

の聞き取りを行うことにより個人票（様式第２号）を作成し、寒河江市「無事

かえる」支援事業登録者台帳（様式第３号）に当該登録をすることと決定した



者（以下「登録者」という。）の情報（以下「登録情報」という。）を登録し、

緊急連絡先等を記入したネームを登録者に発行するものとする。 

３ 市長は、登録者の家族等に対し、徘徊の際の対策、日ごろからの準備等につ

いて、啓発に努めるものとする。 

（登録内容の変更の届出等） 

第４条 登録者の家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、寒河江市「無

事かえる」支援事業登録内容変更届出書（様式第４号）により、速やかに市長

に届け出なければならない。 

⑴ 緊急連絡先等登録内容に変更が生じたとき。 

⑵ 登録者が第２条第１項に規定する要件に該当しなくなったとき。 

⑶ 登録を取り消すとき。 

２ 市長は、登録者が第２条第１項に規定する要件に該当しないことが明らかに

なったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すこ

とができる。 

 （登録情報の外部提供） 

第５条 市長は、登録者の家族等の同意のもと、登録情報を警察署に提供するこ

とができる。 

（徘徊高齢者の行方不明者届） 

第６条 徘徊高齢者が徘徊により、所在不明となったときは、家族等は速やかに

警察署に行方不明者届をするものとする。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１６日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２６年１０月２１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正前の第３条の規定による登録者についての取り扱いは、従前のとお

りとする。 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

寒河江市長 様 

                  申請者 

                    住  所 

                    氏  名 

                        （本人との続柄       ） 

                    電話番号 

 

寒河江市「無事かえる」支援事業登録申請書 

 

寒河江市「無事かえる」支援事業実施要綱第３条の規定に基づき、寒河江市「無事かえ

る」支援事業の登録を申請します。 

本
人
の
状
況 

ふ り が な  性 別 男 ・ 女 

氏   名 

 

 

（旧姓：         ） 

生年月日 

大正・昭和 

  年   月   日

（  歳） 

住   所 
寒河江市 

電話番号 

世 帯 構 成 
□ひとり暮らし □高齢者夫婦世帯 □高齢者のみ世帯 □その他   

□日中独居 

要 介 護 度 
□なし □あり（要支援 １・２ 要介護 １・２・３・４・５） 

□申請中 

介 護 保 険 

サ ー ビ ス 

□利用なし 

□利用あり 担当居宅介護支援事業所（            ） 

主 治 医 医療機関名               医師名 

 

緊
急
連
絡
先 

１
番
目 

氏 名 続柄（     ） 

住  所  

電 話 番 号  携帯電話 

２
番
目 

氏 名 続柄（     ） 

住  所  

電 話 番 号  携帯電話 

※１番目の連絡先（電話番号もしくは携帯電話番号）がネームにプリントされます。 

登録内容について、市長が警察署に対して情報提供を行うことに同意します。 

 

本人氏名                    代筆者氏名               

（申請者） 



登録情報【個人票】 

 

本 人 氏 名  調 査 日   年   月   日 

迷
子
・
徘
徊
に
関
わ
る
状
況 

外 出 手 段 □車運転  □自転車  □徒歩  □タクシー自己手配 

歩 行 速 度 □早い   □普通   □ゆっくり   □杖   □歩行器（シルバーカー）  

外出 (徘徊 ) 

の 状 況 

外出頻度： □毎日   □週に何度か  □月に何度か 

外出範囲やよく行く場所等 

 

 

迷子･徘徊歴 

□なし   □あり（詳細） 

 

 

 

いつも持ち 

歩 く 物 

種 類 □杖  □帽子  □バック  □その他 

特 徴 

そ の 他 
 

 

本
人
の
受
け
答
え
状
況 

名 前 
□答えられる      □旧姓（      ）で答える  

□答えられない 

住 所 
□番地まで答えられる  □町会は答えられる     □市町村だけ答えられる 

□その時々で違う答え  □出身地（実家）は答える  □答えられない 

電 話 番 号 □答えられる      □その時々で違う答え    □答えられない  

家 族 の 名 
□答えられる（誰を           ）  

□その時々で違う答え  □答えられない 

意 思 疎 通 □普通にできる  □簡単な会話は可能   □一方的に話す   □会話不成立 

記 憶 力 □直前のことも忘れる □前日のことは忘れる □内容によりけり □問題なし 

そ の 他 
 

 

特 

徴 

身 体 身長：約    ㎝   体重：約    ㎏   メガネ：なし・あり  

特 徴 的 な 

容姿・動作 

□円背  □変形性膝関節症  □その他 写
真 

□全身  

□上半身 

そ
の
他 

サービス利用・受診状況、生活パターン等 

 

 

 

 

                 調査担当者：          

様式第２号（第３条関係） 



様式第３号（第３条関係） 

 

寒河江市「無事かえる」支援事業登録者台帳 

登録 

申請日 

登録

番号 
氏 名 住 所 

生年月

日 
年齢 備考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※ 登録申請書、個人票、写真は別紙のとおり。 



様式第４号（第４条関係） 

年  月  日 

 

 寒河江市長  様 

 

申請者 

住 所  

                       氏 名 

（本人との続柄      ） 

電話番号 

 

寒河江市「無事かえる」支援事業登録内容変更届出書 

 

 寒河江市「無事かえる」支援事業登録申請の内容について、変更（取消）があり

ましたので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

登 録 者 氏 名   

変 更 ・ 取 消 の 別 変更  ・  取消 

 

取 消 理 由  

変 更 内 容 変更前 変更後 

（１）本人について 

住所・電話番号等 
    

（２）緊急連絡先につ

いて 

氏名・住所・電話番号等 

    

（３）その他   

備 考   

 


